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◎群馬県告示第２１号 

 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１４条第１

項の規定により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失うので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和８年１月３０日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 失効する知事指定薬物の名称 

 (1) ３－｛２－［（シクロプロピル）（メチル）アミノ］エチル｝－１Ｈ－インドール－４－オール（通称名４

ＨＯ－ＭｃＰＴ、４ＯＨ－ＭｃＰＴ、４－ｈｙｄｒｏｘｙ ＭｃＰＴ）及びその塩類 

 (2) ２－ [（４－イソプロポキシフェニル）メチル]－５－ニトロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチ

ル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール（通称名Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ－ｉｓｏｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ、

Ｉｓｏｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ）及びその塩類 

 (3) ２－｛２－[（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）メチル]－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミ

ダゾール－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジエチルエタン－１－アミン（通称名Ｅｔｈｙｌｅｎｅｏｘｙｎｉｔａｚｅ

ｎｅ、Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｆｕｒａｎｉｔａｚｅｎｅ）及びその塩類 

２ 失効の理由 

  当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１５項に規定する指定薬物に指定されたため。 

３ 指定が効力を失う日 

  令和８年１月３１日 

４ 罰則の適用 

  この指定の失効の前にした行為については、なお条例の罰則を適用する。 

 

 

 

◎群馬県告示第２２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月３０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 境島村今泉線 伊勢崎市境島村字簗場３７
３番の２８６地先から同市
同字同３７３番の３２７地
先まで 

前 １０．５～２５．０ １０５．８ 

後 １５．５～３５．２ １１９．１ 

 

 

■ 告  示 
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◎群馬県告示第２３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和８年１月３０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 境島村今泉線 伊勢崎市境島村字簗場３７３番の２８６地先から同
市同字同３７３番の３２７地先まで 

令和８年１月３０日 

 

 

 

 

国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定により定める群馬県土地利用基本計画を次のと 

おり変更したので、同条第１４項において準用する同条第１３項の規定により公表する。  

  なお、「計画図の変更部分を図示した図書」は、省略し、群馬県地域創生部地域創生課、前橋市役所、館林市役 

所、藤岡市役所、玉村町役場、明和町役場及び千代田町役場に備え置いて縦覧に供する。  

    令和８年１月３０日  

群馬県知事  山  本  一  太      

１  変更年月日  令和８年１月１９日  

２  変更内容  農業地域の一部変更（「計画図の変更部分を図示した図書」のとおり） 

 

 

 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第３８条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年１月３０日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 申請に係る農地の所在等 

 
２ 申請に係る農地の利用の現況 

  耕作の事業に従事する者が不在となっている。 

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

  裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に貸し付ける。（水稲作） 

４ 申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第８条第２項第１号に

規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由 

  公益財団法人群馬県農業公社農地中間管理事業規程第４条に適合するため、農地中間管理事業の推進に関する

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

高崎市寺尾町薬師２６４５番２ 田 １，２３０ （亡）小林 富士夫 

■ 公  告 
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法律第８条第２項第１号に規定する基準に適合すると認められる。 

５ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

 
６ 意見書の提出 

  申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 提出期限 

   令和８年２月１３日 

 (2) 提出先 

   群馬県農政部農業構造政策課 

 (3) 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者

の氏名） 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができ

  ない理由 

カ 意見の趣旨及びその理由 

キ その他参考となるべき事項 

 

 

 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があったので、同条第２項において読み替えて準用する同法第３８条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年１月３０日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 申請に係る農地の所在等 

 
２ 申請に係る農地の利用の現況 

  耕作の事業に従事する者が不在となっている。 

３ 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細 

  裁定手続後に、農地中間管理機構から借受希望者に貸し付ける。（水稲作） 

４ 申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第８条第２項第１号に

始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

令和８年４月１日 令和１８年３月３１日まで 
（１０年間） 

６０，２７０円 
（年額４，９００円／１０ａ） 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

高崎市新保田中町１３７番１ 田 ４２７ （亡）上野 謙一 

高崎市新保田中町１３７番４ 田 ９１ （亡）上野 謙一 

高崎市新保田中町１３７番５ 田 ４６６ （亡）上野 謙一 
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規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由 

  公益財団法人群馬県農業公社農地中間管理事業規程第４条に適合するため、農地中間管理事業の推進に関する

法律第８条第２項第１号に規定する基準に適合すると認められる。 

５ 希望する農地を利用する権利の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額 

 
６ 意見書の提出 

  申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。 

(1) 提出期限 

   令和８年２月１３日 

 (2) 提出先 

   群馬県農政部農業構造政策課 

 (3) 記載事項 

ア 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者

の氏名） 

イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容 

ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画 

エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由 

オ 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができ

  ない理由 

カ 意見の趣旨及びその理由 

キ その他参考となるべき事項 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の４第１項の規定により県営早川貯水池土地改良事業計画を

定めたので、同条第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に

供する。 

    令和８年１月３０日 

                                群馬県知事 山 本 一 太   

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 令和８年２月２日から同年３月３日まで 

３ 縦覧に供する場所 群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/9734.html）並びに桐生市役所、

伊勢崎市役所及びみどり市役所 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の４第１項の規定により県営北金井土地改良事業計画を定め

始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

令和８年４月１日 令和１４年６月３０日まで 
（６年３か月間） 

２８，９２０円 
（年額４，９００円／１０ａ） 
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たので、同条第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。 

    令和８年１月３０日 

                                群馬県知事 山 本 一 太   

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 令和８年２月２日から同年３月３日まで 

３ 縦覧に供する場所 群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/9734.html）及び太田市役所 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年１月３０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画地区計画 邑楽南地区 

２  都市計画の変更年月日 令和８年１月１日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び邑楽町都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画公園の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年１月３０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画公園 (1) ２・２・１０１号 駅前児童公園 (2) ２・２・１０２号

下谷児童公園 (3) ２・２・１０３号 清水児童公園 (4) ２・２・１０４号 石打児童公園 

２  都市計画の変更年月日 令和８年１月１日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び邑楽町都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画公園の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年１月３０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画公園 ３・３・１０２号 松本公園 

２  都市計画の変更年月日 令和８年１月１日 
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３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び邑楽町都市計画課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和８年１月３０日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡明和町千津井９５４－２、９５４－３、
９５４－４、１０１１－２、１０１２－２、１
０１３－２、１０１４－２、１０１９－２、１
０１９－３、１０１９－４、下江黒６９５－
１、６９５－３、６９５－４、斗合田２６９－
１、２６９－３、２６９－４、２６９－５、２
６９－６、千津井１０７０の一部、斗合田６６
１の一部、６６１地先水路の一部 

邑楽郡明和町中谷３３１－１ 
明和町土地開発公社 理事長 冨塚基輔 

 
 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和８年１月３０日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，３９８ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９６，２３３ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０９８ 

甘楽郡 ５，８０７ 

吾妻郡 １４，１５５ 

利根郡 ８，５６４ 

佐波郡 ９，７８２ 

■ 選挙管理委員会告示 
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邑楽郡 ２６，０９２ 

前橋市 ９１，００６ 

高崎市 １０２，０１６ 

桐生市 ２８，９００ 

伊勢崎市 ５５，４７３ 

太田市 ５８，４０１ 

沼田市 １２，３４０ 

館林市 ２０，１３９ 

渋川市 ２０，５９７ 

藤岡市・多野郡 １８，２３３ 

富岡市 １２，６８２ 

安中市 １５，４４８ 

みどり市 １３，５６３ 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第８号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

  令和８年１月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

信頼と実績・前橋の自立を守る会 宮﨑裕紀子 宮﨑岳志 前橋市朝日町４－１８－２１ 

令和７年１２月１１日 

須藤博通後援会 北島元雄 長谷田公子 伊勢崎市北千木町２０８７ 

令和７年１２月３日 

関としお後援会 関俊夫 鈴木和夫 前橋市亀泉町３７２－１ 

令和７年１２月４日 

富岡未来塾 宮澤展彦 宮澤展彦 富岡市黒川５４８－１ 

令和７年１２月２３日 
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長原しゅん後援会 長原駿 長原芳江 前橋市滝窪町１３４２－１２ 

令和７年１２月１９日 

南雲ひでゆき後援会 南雲秀幸 南雲広美 伊勢崎市市場町１－２３１－１ 

令和７年１２月５日 

宮田竜成連合後援会 篠崎孝雄 須永弘通 伊勢崎市山王町３７１－３ 

令和７年１２月１９日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第９号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和８年１月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

大林裕子後援会 代表者の氏名 大林正 栗田政行 令和７年 
１１月６日 

３７万市民の会 代表者の氏名 市川豊行 高橋正一 令和７年 
１１月１６日 

市民本位の民主市政をつ
くる会 

主たる事務所
の所在地 

前橋市三河町２－１６
－１４ 

前橋市大手町３－１１
－６ 

令和７年 
１２月４日 

代表者の氏名 
 

樋口和彦 小林敏男 令和７年 
１２月４日 

会計責任者の
氏名 

長谷川薫 大野豊文 令和７年 
１２月４日 

税理士による清水真人後
援会 

代表者の氏名 福田夕紀子 狩野要一 令和７年 
１２月８日 

会計責任者の
氏名 

田中直人 小板橋敬之 令和７年 
１２月８日 

富岡賢治後援会 代表者の氏名 市川豊行 高橋正一 令和７年 
１１月１６日 

中島由美子後援会 代表者の氏名 中島由美子 清水健二 令和７年 
４月１日 

富士子ちゃんと輝く会 主たる事務所
の所在地 

伊勢崎市太田町５６４
－１－１－１ 

伊勢崎市太田町５６４
－１－２－２ 

令和７年 
６月２日 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第１０号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の

異動事項は、次のとおりである。 

令和８年１月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体 
の届出をした 
者 の 氏 名 

資金管理団体
の 名 称 

異動事項 新 旧 異動年月日 

加賀谷富士子 富士子ちゃん
と輝く会 

主たる事務
所の所在地 

伊勢崎市太田町５６４
－１－１－１ 

伊勢崎市太田町５６４
－１－２－２ 

令和７年 
６月２日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１１号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和８年１月３０日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

小林園子後援会 北島元雄 令和７年１１月３０日 

丸山芳典後援会 丸山芳典 令和７年１２月１５日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１２号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により届出のあった政

治団体の異動事項について、日本保守党群馬県第２区支部の代表者伊藤純子から訂正の報告があったので、政治団

体の異動事項の告示（令和７年群馬県選挙管理委員会告示第７１号）の一部を次のとおり訂正する。 

  令和８年１月３０日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明 

 次の表により、訂正後欄に掲げる事項の下線を付した部分を加える。 
 

訂正後 

日本保守党群馬県
第２区支部 

政治団体の名
称 

日本保守党群
馬県第２区支
部 

日本保守党群
馬支部 

令和７年９月１０日 

国会議員関係
政治団体の区
分 

法第十九条の
七第一項第一
号に係る国会
議員関係政治

国会議員関係
政治団体以外
の政治団体 

令和７年９月１０日 
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団体 

公 職 の 種 類
（第一号） 

衆議院議員 該当なし 令和７年９月１０日 

訂正前 

 

日本保守党群馬県
第２区支部 

政治団体の名
称 

日本保守党群
馬県第２区支
部 

日本保守党群
馬支部 

令和７年９月１０日 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

 

 

 

 

次のとおり落札者を決定した。 

令和８年１月３０日 

群馬県東部児童相談所長 青 柳 尚 志   

１ 落札に係る特定役務の名称 群馬県東部児童相談所一時保護所調理業務委託 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県東部児童相談所施設里親支援係 群馬県太田市新

田木崎町３６９－５ 

３ 落札を決定した日 令和７年１２月１７日 

４ 落札者の名称及び所在地 名阪食品株式会社関東事業部 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１丁目２５－１ 

５ 落札金額 ５７，４２０，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年１１月５日 
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